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・はじめに 

この「街づくり提案」は、東京都などが行っている都市計画事業京王線連続立体交差化・

複々線化事業により環境の変化が生じる地区のひとつ、上北沢駅周辺地区に関して、地区

に係わる世田谷・杉並両区の住民が両区の条例にもとづく協議会を設けて、今後の街づく

りに関する検討を行った 2年間の成果をまとめたものである。 

  

 上北沢駅周辺は昔から交通の要所にあり、北側の甲州街道沿いは下高井戸宿の一部であ

った。1913（大正 2）年に京王線と駅が開業し、大正末には鉄道南側の雑木林に第一土地

建物株式会社による宅地の分譲が始まった。東京市内などから移住者が増加し、駅北側の

商店街は昭和 10〜30 年代にかけて賑わった。往時は、駅と小さな駅前広場が街の中心で、

南に桜並木の通り、北に共栄会商店街が続く街の構造であったが、後に駅が西側に移動し、

 

図１ 上北沢駅周辺地区まちづくり協議会の検討区域 

(世田谷区上北沢 3丁目、同１丁目と４丁目の一部及び杉並区下高井戸 1丁目の一部。面積約 40.9ha)
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人の流れが変化した。 

今日でも南側は緑が多く静かな環境の住宅地、北側は商店街を囲んで若い世代にも人気

がある交通の便がよい都市型住宅地になっている。特に、駅の南側は、「せたがや百景」「世

田谷区地域風景資産」になっている桜並木と（通称）肋骨道路で作られた街区割など往時

の郊外住宅地の原型が残っている。 

京王線の北側と南側の一部は、生活に密着した親しみやすい商店街であるが、昔に比べ

て賑わいが欠けてきたとされている。また、地区内外に小学校、保育園、区民センター・

図書館などの公共施設、複数の医院・病院、松沢教会などの文化的資源もあり、桜並木の

保全、路上喫煙の防止、区民センター活動など地域活動も盛んである。 

総じて住みよい環境の住宅市街地で、地区内の交通事故は比較的少ないが、見通しが良

くない交差点､道幅の割には車が集中し歩きにくい道路など個別の問題箇所がある。また、

鉄道の北側には狭あい道路があり、家屋が密集した街区もみられる。 

まちの中には、鉄道連続立体交差化事業によって、高架やビル用地ができ、踏切がなく

なって通り抜け車両が増加し、緩やかに変化してきた低層住宅地の街並みや静かな住環境

が激変することを危ぶむ声も出されている。 

  このような背景をふまえて、本協議会では今後の街のあり方について検討を進めてき

た。本提案は、現段階までの協議で得られた事項についてまとめたもので、まだ多くの検

討すべき課題が残されている。 

 この街づくり提案が、地域住民、事業者、行政等が協力してより一層住みよい上北沢駅

周辺地区を実現する第一歩となるよう願う次第である。 

 

平成 23 年 11 月 

上北沢駅周辺地区まちづくり協議会 会長 新井貞次 

  会員一同 
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１．＜街づくり提案＞の役割と構成 

 

 この＜街づくり提案＞（以下、街づくり提案、または本提案という）の役割、目標期間、

都市計画事業への考え方、実現方策などは以下のとおりである。 

 

（１）街づくり提案の役割と前提 

 

① 住民の意見を反映したまちづくりの出発点 

 本提案は、上北沢駅周辺まちづくり協議会（以下「協議会」という）のこれまでの検討

の成果をまとめたもので、地区住民からの意見を反映して、世田谷区街づくり条例に基づ

く「地区街づくり計画原案」、及び杉並区まちづくり条例に基づく「まちづくり構想」とし

て両区に提出するものである。 

 いうまでもなく、まちづくりは続けることが重要である。現段階の街づくり提案では方

向性や理念の表明にとどまり、具体的な整備等は今後の課題になっている事項も少なくな

い。本提案を出発点にして、今後とも住民の意見を反映した街づくりを進めるものとする。 

 

② 目標期間は京王線鉄道連続立体交差化事業等に合わせる 

 本提案は、都市計画事業京王線連続立体交差・複々線化事業及び関連施設整備（以下、

「連立事業等」と呼ぶ）に関連して上北沢駅周辺地区の街づくりの目標と基本方針を示す

ものである。本提案の街づくりの目標期間も、連立事業等に合わせて想定している。 

 なお、連立事業等は、現段階では都市計画決定の翌年度から概ね 10 年間を事業期間にす

るとされている。 

 

③ 鉄道の構造形式や都市計画道路補助 215 号線に関する考え方 

 街づくり検討の前提になる「連立事業等」における鉄道の構造形式は、まだ未決定の段

階である。本提案においては都市計画事業の手続きが進められている「併用案」と、地域

住民の中に望む声がある「地下案」の双方の場合を考えての街づくりを展望している。但

し、協議会検討においては、上部にオープンスペースを生み出す可能性がある地下案が、

地区の街づくりにとっては望ましいという意見が寄せられたことを付記する。 

 また、駅西側に昭和 41 年に計画が策定され未整備のままになっている都市計画道路補助

215 号線がある。現段階ではこの路線は、東京都や世田谷区における事業化優先整備路線

ではないため、現状の未整備の状態が目標期間中は続くとして、街づくり提案を作成する。 
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④ 直接影響を受ける方に理解と協力をいただいて実現する 

 この街づくり提案は、住民の立場から道路や街並みなど地区街づくりに関する目標や基

本方針を提起したものである。実現にあたっては、住民、事業者、行政等が連携、協力す

ることが重要であるが、具体的な整備等を行う場合は、直接の影響を受ける関係住民等の

理解と協力を得て実現するものとする。  

 

（２）街づくり提案の構成 

  本提案の構成は以下のとおりである。特に、街づくり分野に関する課題を重点にして、

駅周辺のあり方及び目標期間内に取り組むべき課題を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図２ 街づくり提案の構成 

はじめに（街の成り立ちや特性、街づくり検討の背景等） 

１ 街づくり提案の役割と構成 

 （提案の役割や目標期間、検討の前提条件、構成等を示す） 

２ 上北沢駅周辺地区街づくりの目標と基本方針 

（街づくり目標、土地利用・交通・駅周辺の基本方針を示す） 

３ 駅と周辺に関する整備

について 

（駅・駅前広場・交差道路

など鉄道周辺の整備に関す

る事項） 

４ 周辺街づくりに関する

整備について 

（鉄道周辺の以外の箇所の

地区内での整備に関する事

項） 

 ５ 今後の課題/今後に向けて 

 （今後、重点的に検討すべき課題を提起） 
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２．上北沢駅周辺地区街づくりの目標と基本方針 

 

（１）街づくりの目標と３つの基本方針 

 

① 街づくりの視点 

 街づくりを進めるにあたっての基本的視点は、以下のとおりとする。 

1）現状のまちのよさを大事にして、まちの環境を大きく変えない。 

2）駅周辺の整備においては、歩行者への配慮、住環境の保全と商業環境の育成を重視する。 

3）関係者の理解と協力を得ながら、小さな改善を積み重ねて街づくりを進めていく。 

 

② 街づくりの基本目標と基本方針 

 上北沢駅周辺地区が目指す街づくりの基本目標と、それを実現するための３つの基本方

針を示す。 

 

街づくりの基本目標 

「上北沢のよさを継承した、いつの時代にも安全・快適に暮らせる街」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 上北沢駅周辺地区街づくりの目標と基本方針 

土地利用の基本方針 

 

「まちの特色を受け継ぎ、多様な世

代が住みやすい安全な街」 

交通ネットワークの基本方針 

  

「車に頼らない、歩行者にやさしく

生活を大事にした街」 

駅周辺整備の基本方針 

「駅と駅前広場をまちの中心において、

南北が一体になって交流できる街」
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（２）土地利用の基本方針 

 

  「まちの特色を受け継ぎ、多様な世代が住みやすい安全な街」を目指す 

  

 これまでの成り立ちを引き継いで特色がある街並みが、駅を中心にコンパクトにつなが

った街を目指す。この観点から地区内の各ゾーンについて望ましい街のあり方と取り組む

べき課題を示す。（図４参照） 

 

Ａ 上北沢小学校周辺 

 中層の集合住宅を中心にした、子育て環境が充実した都市型住宅地とする。その実現に

向けて、安全で安心な公共空間づくり、鉄道南側の上北沢公園との連絡強化、大規模集合

住宅の緑化などに取り組む。 

 

Ｂ 上北沢駅周辺商店街 

 地域の生活を支える、親しみやすく活気ある商店街を目指す。そのために、安心して買

い物ができる通りの改善、個店の魅力の増進、拠点となる広場空間の確保などが望まれる。

今後、行政や地域も交えながら、商業者が中心になって、次代の上北沢駅周辺商店街のあ

り方を話しあう場づくりを進める。 

 

Ｃ 商店街東側（上北沢３丁目の一部と４丁目・下高井戸１丁目） 

 駅に近い便利な都市型住宅地とし、北側は中高層住宅が主体、南側は防災に配慮した住

宅地とする。そのために、狭あい道路の改善や地先道路などの幅員の確保、小スペースの

緑化やブロック塀石塀の緑化フェンス化などに取り組む。なお、東西の区境の通りの改善

や南北方向の道路強化等の重要な道路の確保について、本地区東側の桜上水駅周辺地区の

街づくりと整合を図り、検討することが重要である。 

 

Ｄ 上北沢３丁目 

 桜並木と(通称)肋骨道路を特徴に開発された郊外住宅地（桜並木街区）は、桜並木の保

全はもとより、貴重な街づくり資産として街区の原形や環境を保全する。その周辺も含め

て、緑が多い落ち着いた静かな環境の低層戸建て住宅地として良好な住環境づくりに取り

組む。これまで続けてきた桜並木を守る活動、景観を守り緑を増やす活動などを推進する。 

 

Ｅ 上北沢１丁目 

 緑が多く、ゆったりとした環境の低層戸建て住宅と低中層の集合住宅からなる低密度住

宅地とする。オープンスペースや緑の空間を維持、育成する。 
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（３）交通ネットワークの基本方針 

 

「車に頼らない、歩行者や生活を重視した街」を目指す 

  

 できるだけ車に頼らない、歩行者や生活のための交通を重視した街を目指して、道路交

通ネットワークの基本方針を以下のように提案する（図５参照）。 

 

 ① コミュニティゾーンの形成 

 将来的には、上北沢駅周辺地区を通り抜ける車の交通が抑制された「コミュニティゾー

ン」化を目指す。この観点から、交通量を減らし、車の速度を抑制するなどの改善策を検

討する。 

 

 ② 歩行者に優しい道づくり 

 歩行者が安全で快適に通行ができる街にすることを基本とする。特に駅周辺では、歩行

者や自転車、お年寄り・幼児や家族連れ、車イスやベビーカーなどが安心して移動できる

道づくりを目指す。また桜並木、病院周回道路、北沢川自転車歩行者道など季節感ある緑

の道のネットワークづくりを心がける。 

 

 ③ 役割に応じた道路空間の改善 

 生活の動線として重要な道路、緑・歩行者の道となる道路、狭あい道路や行き止まり解

消などそれぞれの路線の方向性を定め、それをもとに改善策や今後の検討課題を整理する。

この観点から、桜上水駅周辺地区の街づくりと連係して検討を行うことが重要である。 

 

 

（４）駅周辺整備の基本方針 

 

「駅と駅前広場をまちの中心において､南北が一体になって交流できる街」を

つくる 

  

 現在、駅前に広場はなく、駅の出入り口は、まちの重要な生活動線で街の軸になってい

る桜並木や共栄会通りから西にずれた位置にある。連立事業等に伴って、再び駅と駅前広

場を上北沢の街の中心にして、南北の交流を育み、多くの人が集う街の拠点空間として整

備し、その周辺は、人にやさしい歩行者中心の空間づくりを心がける。 







 9

 北側側道で商業地に面する区間（現駅出入り口〜大踏切間）は、安心して買い物ができ

る空間にするため、原則として車両の通行を制限する。それ以外の区間は、消防車の進入

等地域に役立つ通行方法とする。 

 南側側道は、現在の一方通行のままとし、大踏切から上北沢公園までの区間は、同じ道

路構造とする。多くの人が利用することになるため、高架下利用や並木か可能な幅員の確

保などを行い、安心して快適に歩ける歩道を有する道路にする。 

  両側道とも美装化や電柱の地中化を行い、歩きやすい人にやさしい道路づくりを行う。 

 

（３）交差道路の確保 

 南北の分断を解消し交流を促進するために、交差する道路や通路を積極的に確保する。

戦前も含めて過去の踏切の位置に交差道路を設けるとともに、大踏切東側に一箇所、交差

道路を新設する。 

 ただし、現在の駅出入り口の箇所は、南北の通行車両を防止するために、車が通行しな

い交差道路とする。上北沢小学校西側の通りに続く交差道路は、通学路となることを考え

て車が通行しない歩行者道路とする。また、上北沢小学校南側の北沢用水の水路敷につい

ては、沿道敷地関係者の理解を得て遊歩道にする。 

 昔の駅前広場であった大踏切の所は、交差道路の幅員を広く確保するとともに、駅前広

場と一体になった空間づくりを行う。 

 

（４）駅周辺の交通計画の策定 

 連立事業等に伴って、多くの自動車通行が誘発され、これまでの歩きやすい環境が阻害

されることがあってはならない。この観点から、現在の通行方法（一方通行、商店街の昼

間乗り入れ規制）、信号がなくても安全な交通環境づくりを基本に、駅へのアクセス、消防

車等緊急車の通行、商店街の利便性向上、車両速度の抑制などを考慮した交通計画を策定

する。 

 

（５）駅周辺の沿道の街並みは現行のままとする 

 沿道の街並みについては、現在の特性を変えない。駅周辺は、北側は賑わいがある商業

地、南側は低層住宅地とする。特に、駅南側では、緑が多い住宅地が広がる風景を眺めら

れる電車からの視線にも配慮して、それにふさわしい街並みの形成を誘導する。 

 なお、新しく道路整備等がされて建て替えなどがなされるところでは、壁面後退、ブロ

ック塀等制限と緑化などで美しい街並みづくりを進めることが望ましい。 
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（６）駐輪場の確保、高架や地上部の利用、微地形への配慮 

 

① 駐輪場の確保 

  駅利用や商店街利用者のために自転車駐車場（駐輪場）を確保する。高架下または地

上部を活用して、現駅出入り口西側と大踏切東側の２箇所に計画するなど、利用者の利

便を十分に考えて駐輪場を設置する。 

 

② 高架下や地上部の利用 

  高架の場合、現在の駅出入り口〜大踏切の間の高架下は、駅舎・駅前広場や、多くの

人が利用できる公共性が高い空間とし、閉鎖的な施設は排除する。商業施設については、

地区全体の商店街の発展や利用者の利便性向上の観点をふまえて、地元商店会や地域の

理解や協力を得て導入することが必要である。 

  鉄道が地下になり地上部を利用する場合でも、現在の駅出入り口から大踏切の間は、

駅前広場や小公園など緑の空間及びコミュニティ施設等の公共性が高い使い方を優先す

る。また、他の区間は､防災にも役立つ緑道空間を連続させる。 

 

③ 南北の地盤高の差の解消 

  永年の線路改良工事等によって宅地と鉄道地に地盤差が生じている。連立事業に合わ

せて段差や勾配が生じないように配慮する。 
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４ 周辺街づくりに関する整備について 

 ここでは、京王線の周辺以外の地区内で、目標期間中に、重点的に進めるべき街づくり

について提案する。その他の問題箇所や中長期的に取り組むべき課題については、参考１

（14 頁）を参照されたい。 

 

（１）安心して歩きやすい道路づくり 

 

① 共栄会通りの買い物空間づくり 

 共栄会通りについて、北側側道の歩行者空間づくりなどに先だって、明るい雰囲気の中

で安心して買い物ができる空間となるよう、商店会の意向をふまえて美装化、電柱等の整

理などを行う。 

 

② 桜並木通りの改善 

 桜並木通りは、季節感あふれる緑の道として、桜並木の保全と道路の原型を変えないこ

とを優先しながら、電柱の地中化、車両速度の抑制策、舗装の改善等まちのシンボルとな

る空間づくりを行う。これまで桜並木や環境の保全育成に取り組んできた「上北沢桜並木

会議」や「上北沢界わい宣言推進の会」の協力を得て整備計画を作成する。 

 

（２）通過交通が集中する路線の対策 

 

① 現西側踏切〜上北沢小学校東側通りの通過交通の抑制・排除に取り組む。 

 現在の上北沢駅西側踏切には、幅員４ｍ未満の道路に松沢病院周回道路から甲州街道に

抜ける通過交通が集中している。現在でも通学路など歩行者が通る道としては危険な状態

である。またここは、踏切がなくなり車の通行が増加すると交通事故が起きやすくなるこ

とが懸念されるところである。この箇所及び前後の区間について、行政及び警察や関連地

域住民等の協力を得て、通り抜け交通が多発しない、歩行者等が安全に歩けるような整備

や交通計画の策定について検討することが重要である。 

 

② 松沢病院東側周回道路の緑と健康の道づくり 

 地区の西側に位置する松沢病院を巡る周回道路は、敷地内の緑が楽しめるとともにウオ

ーキング等に利用する人も少なくない。この道路については、桜並木や北沢川自転車歩行

者道に続く「楽しく歩ける緑の道」と位置づけて、線形の改良や速度抑制対策など安全な

道路づくりを行うともに、歩道の拡幅や緑化などに配慮し、緑と健康の観点からの道づく

りを進めることが望まれる。 
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５．今後の検討課題 

 今回の街づくり検討においては、重要ではあるが実施方策等が不明であるため具体的な

提案に至らなかった街づくり課題が少なくない。特に重要な検討課題を以下に示す。 

 

（１）コミュニティバスの導入に関する検討 

 現在、上北沢駅からやや離れた北側の甲州街道に杉並区が運営するコミュニティバスの

バス停がある。駅周辺には医療機関もあるなど高齢者等の利用が多いことから駅へのアク

セスを望む声があるが、一方、ルート確保や利用要望などで難しいという見方もされてい

る。今後、運営者である杉並区、交通管理者、商店街等の意向をふまえて導入について検

討していくことが必要である。 

 

（２）重点道路や幅員確保方策及び速度抑制・交通安全対策に関する検討 

 地区内には幅員４ｍ未満の道路もあり、その中には地区の交通を支える重要な道路もあ

る。特に、京王線北側では防災や日常の車利用の点で道路状況の改善を望む声もある。ま

た、隣接の桜上水駅周辺地区から上北沢駅周辺地区を通過し、赤堤通り・甲州街道等に抜

ける車両もみられる。 

 このようなことから、身近な交通ネットワークのあり方、それぞれの路線の望ましい幅

員、拡幅すべき路線と実現方法、速度や通過交通抑制等交通安全対策などに関する「地区

交通計画」が必要である。検討に際しては、隣接の桜上水駅周辺地区の街づくりと整合を

はかることが必要である。 

 

（３）商店街のあり方を検討する場をつくる 

 上北沢駅周辺の商店街は、商業環境の変化等により往時のような賑わいは失われつつあ

る。しかし、地域生活を支える地元商店街は、住みやすい・住み続けられる街にとっても

重要である。他地域では、新しい商店街づくりが進められている例も増えている。 

 今後、上北沢駅周辺の商店街に係わる商業者を中心にして、それに地域や行政も加わっ

て、魅力的な特徴ある店を増やす方策など、よりいっそう元気で活気ある商店街づくりを

検討することが重要である。 

 

（４）住まい方のマナーの向上策を検討する 

 上北沢駅周辺地区では、これまで駅周辺で路上喫煙防止活動など住みよいまちをつくる

地域活動が進められている。今後の街づくりの進捗に合わせて、加えて、スイガラやアキ

カン等のポイ捨て禁止、ゴミ出しや犬の散歩マナー、自転車の利用など「住まい方のマナ

ー」向上に、住民と行政が協力して取り組んでいくことが重要である。 



 13

今後に向けて 

 今後、本提案をふまえて、条例にもとづく「地区街づくり計画」の策定等街づくりの実

現に向けて行政と住民が協働して取り組むことが必要になる。その段階において、駅や駅

前広場、道路等のプロジェクトについては、影響を受ける関係住民等から広く意見を求め、

理解と協力を得て街づくりを進めることが重要である。 
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参考３ 街づくり提案（案）に寄せられた意見と反映 

平成 23 年 7 月に発行した「上北沢駅周辺まちづくりかわら版３号」でこれまでの検討のまとめを特集
し、全戸配布を行った。16 人の方から意見が寄せられた。いただいた意見と会の考え方を紹介する。 
 

番号 

該当頁 
意見要旨 協議会の考え方・まとめへの反映 

① 

１頁 

20 行目 

・鉄道の構造は、長期的な観点に立って「地

中方式」とするように東京都に積極的に働き

かけて下さい。（上北沢３ Ｎさん） 

・静かな環境をこわしたくなく思います。京

王線が地下案になることを望みます。(上北

沢３ 無記名) 

・街づくり条例では地区街づくりにあたって、都

市計画については上位計画として扱うとされてい

ます。鉄道の構造は、都市計画手続き中であるた

め、本協議会では併用・地下どちらの場合でも街

づくりの目標は変わらないという立場で提案をま

とめました。但し、1−（1）−③で、協議会では地

下案の方がまちづくりの可能性が広がるという意

見があった旨を付記しました。 

② 

１頁 

25 行目 

・昭和 41 年(1966 年)、都市計画道路補助 215

号線が、住宅街の中央に計画された。これが

できれば、住宅街は分断され、閑静な環境も

排気ガスと振動騒音で滅茶苦茶になる。防災

上も不要である。再考を望む。（上北沢３ Ｗ

さん） 

・街づくり条例では地区街づくりにあたって、都

市計画については上位計画として扱うとされてい

ます。東京都や世田谷区には、都市計画道路未整

備区間の中から優先的に整備すべき区間を定めた

計画がありますが、この区間はそれに該当してい

ません。このことから、未整備の状態が続く可能

性が高いことを前提に検討しました。 

③ 

２頁 

1 行目 

・ 

13 頁 
2 行目 

・駅周辺に関する具体的な計画案づくりに際

しては、大幅に変わる可能性があるので、広

く住民の意見を反映してほしい。(上北沢４

Ｓさん) 

・直接影響を受ける方への意見把握については、

1−（1）−④で触れていますが、さらに、提案末尾

で、今後に向けてという項を設け、上記のことを

強調しています。なお、地区街づくり計画の策定

にあっては住民や様々な関係者からの意見をうか

がうことになっています。 

④ 

４頁 

21 行目 

 大好きな桜並木は絶対に残して下さい。も

っと緑を増やしてほしいです。（上北沢１ Ｋ

さん） 

・２-（２）土地利用の方針、Ｄ上北沢三丁目で、

「桜並木の保全」を記述しています。 

⑤ 

４頁 

10 行目 

・ 

12 頁 17
行目 

・共栄会通りの商店の活気のなさは残念。（上

北沢３ Ｆさん） 

・シャッター商店街の活性化を望みます。（上

北沢１ Ｋさん） 

・商店街の活性化と分煙の整備もやっていた

だけると嬉しいです。（上北沢４ Ａさん）

・桜並木の景観から続く、魅力的な落ち着い

た商店街を希望します。（無記名） 

・商店街については、２-（２）土地利用の方針で

「地域の生活を支える、親しみやすく活気ある商

店街を目指す」としています。 

・どう具体化するかについては、関係者による話

合いが重要なので、５今後の検討課題に「商店街

のあり方を検討する場」が必要と提案しています。

⑥ 

11 頁 

16 行目

以下 

・上北沢小学校正門前の通りを猛スピードで

走り去る車の恐ろしさに何度も遭遇。段差を

つけ、歩行柵設置を実現させてください。（上

北沢４ 上北沢小学校前住民） 

・通学路の登校時間帯に加え、下校時間（13

時-18 時）を設定し通学路への車両の侵入・

通過を禁止。 

・松沢病院の東側道路は大型車両の通行禁

・街づくり提案の段階では、道路等の問題箇所や

駅周辺の具体的な箇所について、4-（２）「通過交

通が集中する路線の対策」などで、その場所の望

ましい方向性について記述しています。具体的改

善策については、今後の街づくり計画検討等で実

現可能性などの検討が必要なため、例示等での記

述にとどめています。 
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止、二輪車の 21 時〜6時侵入禁止等の規制

を復活し、スピードハンプ等を設置する。 

・自転車専用のレーンを車道上に設ける。 

・高架下の都市計画道路補助 215 号線部分

は、南北を結ぶ二方向通行道路として活用 

・上北沢駅西側エレベーター付きの新たな改

札口を設置する。（以上、上北沢３ Ｓさん）

・松沢病院東側周回道路は、警察はスピード

を出させない方策を考えるべき。（上北沢３

Ｆさん） 

⑦ 

10 頁 

2 行目 

・駐輪場（最初の 2時間は無料）とし基本的

に管理人をおく（上北沢３ Ｓさん） 

・線路と歩道の間などに駐輪場を作ってほし

いです（できたら無料で） 

・駐輪場整備については３−（２）-⑥で記述して

います。設置者、管理方法、料金等は、今後の課

題です。 

 ⑧ 

12 頁下

から 5行

目 

・掃除ができていないゴミの集積所がある。

なんとかして（上北沢 1 匿名希望） 

・管理者がいないゴミ置き場はいつも汚れて

いる（上北沢 1 匿名希望） 

・小学校周辺で、ゴミ置き場がいつみても一

杯（上北沢 4） 

・自転車の運転マナーの悪さが歩行を妨げて

いる。ルールを決め回覧すべき（上北沢３ Ｆ

さん） 

・自転車の走行中のルールが今一つできてい

ません。しっかりしたルールとその教育を早

急に進めてもらいたい。（上北沢 3 Ｋさん）

・今回の街づくり検討は、主として市街地の整備

を重点に行っています。地域づくりや住まい方の

マナーについては、ポイ捨て防止等も含めて今後

の取り組み課題に追加して、記述することにしま

した。 
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参考５ 上北沢駅周辺地区まちづくり協議会のあゆみ 

 

（１）協議会の目的とあらまし 

 本協議会は、京王線連続立体化の動きなどが生じている上北沢駅周辺について、歴史的に形成さ

れた優れた特性を受け継ぎ次世代にも安心して住み続けられるまちを育てていくこと目指して、快

適に暮らせる住環境や親しみと賑わいがある商業環境の実現を課題に、関係機関と連携・協力して

まちづくり活動を行うことを目的にしている。 

 平成 23 年度の会員は 79 名、定例会は毎月第二水曜日午後 7 時〜9 時、上北沢まちづくりセンタ

ー地下室にて開催した。 

（２）これまでのあゆみ 

 本協議会に先立って区がよびかけた勉強会や有志による懇談会を開催して準備を行い、地区全戸

に呼びかけて会員を募集して協議会を設立した。協議会発足後には学習会、検討会を行って、街づ

くり提案を作成した。その経過は以下のとおり。 

◆「街づくり勉強会」 

第１回 平成 19 年 12 月 19 日 ・区が上北沢路上喫煙防止会議によびかけ、勉強会を開催 

第２回 平成 20 年 2月 12 日 ・各駅の街づくり状況について学習 

第３回  3 月 12 日 ・懇談会の発足に向けて話し合い 

第４回  5 月 27 日 ・懇談会の準備（規約案等）検討 

◆「上北沢駅周辺地区まちづくり懇談会」 

第１回 平成 20 年 7月 9日 ・懇談会発足､会員は地域活動をしてきた組織のメンバー 

第２回  7 月 30 日 ・鉄道連続立体化の学習会 

第３回  8 月 9 日 ・上北沢駅周辺のまち歩き 

第４回  9 月 10 日 ・まちづくり課題の検討 

第５回  10 月 8 日 ・まちづくり課題の整理、今後の進め方 

第６回  11 月 12 日・まちづくり課題の追加、協議会発足準備 

第７回  12 月 10 日・まちづくり協議会の会則検討（1） 

第８回 平成 21 年 1月 14 日 ・まちづくり協議会の会則検討（2） 

第９回  2 月 18 日 ・まちづくり協議会の会則検討（3） 

第 10 回      3 月 10 日 ・「まちづくり協議会」委員募集について 

第 11 回  4 月 15 日 ・協議会の発足に向けて、会則等に関する協議を行う 

第 12 回  5 月 13 日 ・協議会の発足に向けて協議、杉並区住民も招いて話合い 

第 13 回  6 月 10 日 ・協議会の進め方、かわら版配布などを話合い 

6 月下旬  ・「上北沢駅周辺地区まちづくりかわら版会員募集号」発行、全戸配布 
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◆「上北沢駅周辺地区まちづくり協議会」 

第１回 平成 21 年 7月 15 日 ・＜設立総会＞街づくり条例に基づく協議会の設立総会を行う 

8 月上旬  ・「上北沢駅周辺地区まちづくりかわら版 1号」発行、全戸回覧 

第２回  8 月 12 日 ・運営委員の選出及び会の運営、事業予定、予算について話合い 

第３回  9 月 16 日 ・＜第 1回学習会＞鉄道連続立体化事業、上北沢の街の特性 

第４回  10 月 15 日 ・＜千歳船橋駅周辺地区見学会＞（先進事例地区の見学） 

第５回  11 月 18 日 ・連続立体化事業の都市計画素案、京王線沿線駅前広場基本構想の学習 

第６回  12 月 9 日 ・地区街づくりへの都市計画素案の影響等について 

第７回 平成 22 年 1月 13 日 ・＜道路に関する学習会＞グループに分かれ検討 

第８回  2 月 10 日 ・＜駅周辺商店街に関する学習会＞講師を招いて学習会 

第９回  3 月 10 日 ・京王線連続立体化事業等の都市計画素案を受けて検討の進め方を協議 

第 10 回  4 月 14 日 ・規約の改正と会の体制、今後の進め方について 

平成 22 年度総会  5 月 12 日 ・事業報告、区域変更 (杉並区側正式参加)、決算予算等を審議 

第 11 回  同上 ・駅前広場に関する検討 

６月上旬 ・「上北沢駅周辺地区まちづくりかわら版２号」発行、全戸回覧 

まち歩き  ６月６日 ・上北沢駅周辺地区まち歩き 

第 12 回  ６月９日 ・グループに分かれてまちづくりの課題検討 

第 13 回  ７月 14 日 ・＜まちづくりの課題検討＞京王線沿線のまちづくりの方向性 

第 14 回  9 月  8 日 ・＜まちづくりの課題検討＞地区の道路交通ネットワーク 

第 15 回  10 月 13 日 ・＜まちづくりの課題検討＞駅周辺の道路交通ネットワーク 

第 16 回  11 月 10 日 ・＜まちづくりの課題検討＞上北沢駅周辺のあり方について 

第 17 回  12 月  8 日・＜中間まとめ検討＞これまでの意見をもとに内容を考える 

第 18 回 平成 23 年１月 19 日 ・＜中間まとめ検討＞前回の続き 

第 19 回  2 月 9 日 ・＜中間まとめ検討＞前回の続き、地図をひろげて話合い 

第 20 回  3 月 9 日 ・＜中間まとめ検討＞前回の続き、中間まとめに盛り込む事項を検討 

第 21 回  4 月 27 日 ・＜中間まとめ検討＞たたき台をもとに話合い 

第 22 回  5 月 11 日 ・＜中間まとめ検討＞中間まとめ案の作成 

平成 23 年度総会 6 月 8 日 ・事業報告、事業計画、決算予算等を審議 

第 23 回  6 月 8 日 ・地域に意見募集をするための「まとめ案」の審議、了解 

第 24 回  7 月 13 日 ・まちづくりかわら版 3号街づくり検討まとめ特集号の審議 

7 月下旬〜8月中旬 ・「上北沢駅周辺地区まちづくりかわら版３号」発行、全戸配布 

第 25 回  9 月 14 日 ・まちづくりかわら版 3号に寄せられた意見の反映 

第 26 回  10 月 5 日 ・街づくり提案（案）の審議 

臨時総会  11 月 9 日 ・街づくり提案の審議 
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上北沢駅周辺地区まちづくり協議会＜街づくり提案＞ 

「上北沢のよさを継承した、いつの時代にも安全・快適に暮らせる街」を目指して 

 

平成 23 年 11 月 

上北沢駅周辺地区まちづくり協議会《会長 新井貞次》 

 

問い合わせ先 〒156-0057 世田谷区上北沢 5-13-7 上北沢駅周辺地区まちづくり協議会事務局 

または協力専門家（吉川 仁-都市プランナー-℡03-3378-1960） 




